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国立大学法人の業績連動型交付金の現状と課題 
田中秀明 

（広島⼤学⾼等教育研究開発センター／明治大学公共政策大学院） 

 

要    旨 

 国立大学法人の運営費交付金については、総額が減少するなかで、第２期中期目標期間

以降、教育や研究などの評価や成果に基づく資金配分（「業績連動型交付金」）が増大して

いるが、その仕組みや実態などについては十分に検証されていない。そこで、本稿では、

第３期までのデータに基づき業績連動型交付金の配分や指標を分析することにより、その

問題点を明らかにする。主な結果を整理すると、第１に、運営費交付金全体を減らす中

で、交付金の本体部分を減らす一方で業績連動型交付金を増やしているため、教育に関す

る基盤的な経費が削られている。運営費交付金の本体部分の配分に格差や不公平があるた

め競争環境が十分ではない。第２に、目的が異なる３つの業績連動型交付金が整合性なく

混在し、制度を複雑化させ矛盾を生んでいる。第３に、人事マネジメントや研究業績など

多くの指標が導入されているが、それらの間には相関が乏しく、研究業績と相関があるの

は資金量である。業績連動型交付金は、全体として、配分や指標の客観性・信頼性・安定

性・透明性が低く、教育研究の向上に資する仕組みになっているとは言いがたい。 

 

１．はじめに 

 国立大学法人（以下「国大」と呼ぶ）の運営費交付金（予算ベース）は、法人化時の 2004

年度の 12,415 億円から 2021 年度の 10,790 億円まで減少している。総額が減少するなか

で、第２期中期目標期間以降、教育や研究などの評価や成果に基づく資金配分（「業績連動

型交付金」あるいは「PBF」（Performance-based funding）と呼ぶ）が増大している。 

中期目標期間における評価は、もともと各国大が個別に策定した計画の達成度を自ら評

価するものであったが、2019 年度からは共通指標に基づく相対評価による配分が導入され

た。その導入を検討した 2019 年度予算編成過程においては、財務省の財政制度等審議会財

政制度分科会が、「教育・研究の質を評価する共通指標に基づいて配分する割合をまずは

10％にまで高めることが必要ではないか」 1という方向を示したことから、2018 年 11 月 2

日、国立大学協会の山極壽一会長（京都大学総長）は、「国立大学制度の本旨に則った運営

費交付金の措置を！」という声明を発表し、この方向性について、「国立大学の経営基盤を

一層不安定化で脆弱なものとするととともに、中長期的な戦略に基づく積極的な改革の取

組を困難にするだけでなく、財政基盤の弱い大学の存在自体を危うくし、ひいては我が国

の高等教育及び科学技術・学術研究の体制全体の衰弱化さらには崩壊をもたらしかねない

ものであって、国立大学協会としては強く反対せざるを得ない」と述べている。 

この共通指標による配分は国大から強い反対があったものの、2019 年度以降現在に至る

まで継続している。問題はこれらの業績連動型交付金が機能し、教育研究の水準の向上に

 
1 同分科会に提出された資料 1「文教・科学技術」（2018 年 10 月 24 日）を参照。 
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つながっているかである。諸外国でも業績連動型交付金は導入されているが、教育研究水

準の向上に寄与しているかは明確に検証されているわけではない。 

こうしたなかで第３期中期目標期間が 2021 年度で終了することから、2020 年 10 月、文

部科学省において、「第４期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方に

関する検討会」（以下「第４期検討会」と呼ぶ）が設置された。2021 年 6 月に発表された

報告書では、PBF について、簡素化などの見直しは必要としつつも、基本的には第４期に

おいても継続するべきと結論付けている。しかしながら、これまでの業績連動型交付金が

各国大にどのように配分されているのか、成果や業績が正確に評価されて資金配分に反映

されているのか、教育研究の水準や質を向上させているのか、といった点についての分析

は全くなされていない。先行研究においても、そうした分析は乏しい。 

そこで、本稿では、第３期までのデータに基づき PBF の現状を分析することにより、そ

の問題点を明らかにする。基本的な問いは、各国大への配分やその基準となる指標・評価

が公平性や業績向上の観点から合理的な仕組みになっているかである。次の第２章では、

PBF の基本的な仕組みを整理する。第３章は、PBF を分析する枠組みを説明し、第４章で具

体的な分析を行う。第５章では、諸外国における経験なども参照しつつ日本の PBF の問題

点を議論し、終章で結論をまとめる。 

 

２．業績連動型交付金を巡る経緯と基本的な仕組み 

（１）運営費交付金の基本的な仕組み 

 国立大学は、2004 年度から法人化されたが、それ以前は、国立学校特別会計において必

要な予算が計上されていた。それは、一般的な府省の予算と同様に使途が細かく規定され

る「項目別予算」であった。しかし、法人化により、それは「運営費交付金」という仕組

みに変わった 2。運営費交付金は、「各法人がそれぞれの中期目標・中期計画に基づき、継

続的・安定的に教育研究活動を行っていくための人材の確保や教育研究環境の整備に必要

不可欠な経費」とされ（第４期検討会 2020:5）、使途に制限のない一括補助金である 3。 

 具体的には、運営費交付金対象事業（基幹経費・機能強化経費・特殊要因経費）から自

己収入（授業料・病院収入）を差し引いた金額が運営費交付金として各大学へ配賦される

4。その算定方法は、法人化当初は、一般管理費や学部・大学院教育研究経費などの経費の

種類別に前年度分に一定の係数を乗じて算出する仕組みとなっていた 5。 

文部科学省は、業績連動型などを除く一般的な交付金については、「学生数等により客観

 
2 法的な予算書類では、「国立大学法人運営費交付金に必要な経費」として計上されてい

る。 
3 学長らの認識では、交付金総額の削減や政府の方針などにより配分の制約が大きく、自

由度は限定されているという（天野 2008）。 
4 2021 年度当初予算では、基幹経費分（9,273 億円）、機能強化促進分（302 億円）、共通

政策課題分（335 億円）、特殊要因運営費交付金（881 億円）の合計 1 兆 790 億円が運営費

交付金の総額となっている（第４期検討会（2020）の参考資料）。 
5 「国立大学法人の中期目標及び中期計画について」（通知）（文部科学省高等教育局長・

研究振興局長、2004 年 2 月 12 日）の別添２ に、算定ルールの記載されていた。 
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的に算定される基盤的な部分」（第４期検討会 2020:9）と説明するが、具体的な計算式は

公開されていないので検証できない。筆者の計算によれば、各大学へ配分されている交付

金総額と学生数の相関係数は、0.920 程度（2015～2020 年度）であるが、教員数との相関

係数は 0.970 程度（同期間）なので、学生数より教員数が影響を与えている。 

 

（２）業績連動型交付金の仕組み 

 現在、PBF には、①機能強化経費の法人運営活性化支援分（第２・３期）、②重点支援評

価に基づく配分（第３期）、③共通指標による配分（2019 年度以降）の３つがある 6。それ

ぞれの仕組みを簡単に説明する。 

 

①法人運営活性化支援分（以下「活性化支援分」と呼ぶ） 

第１期の中期目標期間の評価 7に基づき 30 億円を（2012～17 年度）、第 2 期の評価に基

づき 30 億円を各国大へ配分（2018～23 年度）するもので、各国大へ配分額は 6 年間固定

される。ただし、1/3 程度の国大に配分される。 

 配分基準は中期目標の達成状況の評価である。具体的には、教育、研究、社会貢献・国

際交流、共同利用、業務運営効改善、財務内容改善、自己点検、その他の 7 項目別に評価

結果をポイントに換算し、合計ポイントを算出する。中期目標の達成状況が「非常に優れ

ている」場合を最高の５ポイントとし、「良好」を４ポイント、「おおむね良好」を３ポイ

ント、「不充分」を２ポイント、「重大な改善事項」を１ポイントとする。ただし、教育研

究に関する項目については、上記で算出したポイントを２倍にする 8。 

 配分の財源 30 億円は、基本配分額 20 億円と評価配分額 10 億円に分かれる。基本配分

額については、 第２期の評価の場合、配分対象国大（33）における 2017 年度の基幹経費

のシェアに応じて各国大に配分される。評価配分額については、上記の合計ポイントに応

じて評価配分係数を算出し、それに 2017 年度基幹経費を乗じて算出する 9。 

 
6 第１期中期目標期間の評価に基づいて 2010 年度交付金へ反映させる仕組みもあった。

これは、各大学が、2009 年度の一般管理費予算額の「1％相当額」を評価反映分の財源と

して一旦拠出した資金（総額 16 億円）を再配分するものである。 
7 中期目標は、国大人の意見を聴き、文科大臣が定めるものであり、6 年間において国大

が達成すべき業務運営の中期目標である。中期目標を受けて、国大は個別に、中期目標を

達成するための中期計画を作成し、文科大臣の認可を受けなければならない。中期目標や

評価の仕組みや経緯などについては、田中他（2018）が詳しい。 
8 例えば、第２期中期目標期間に係る評価において、東京大学は、教育６ポイント、研究

8、社会貢献・国際交流等 8、業務運営改善及び効率化 4、財務内容の改善 4、自己点検・

評価 5、その他業務２であり、合計 37 ポイントである。なお、配分方法は情報公開請求

より入手したものである。 
9 具体的には、35 ポイントの大学をゼロ、36 ポイントの大学を 0.001 とし、以降、1 ポ

イント毎に 0.000422 を加算する。脚注 2 で示した東京大学の場合、評価配分係数は

0.001422 である。基本配分額は、2017 年度基幹経費 88,902,738 千円×基本配分係数

0.003201、評価配分額は、88,902,738 千円×0.001422 で、両者の合計は、411,030 円で

ある。このうち、基本配分係数は、配分可能額（20 億円のうち共同利用機関分を除く

1,925,800 千円）を配分対象法人の基幹経費合計（601,591,512 千円）で除したものであ
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②重点支援評価に基づく配分（以下「重点支援配分」と呼ぶ） 

第３期中期目標期間において、各国大の機能強化に向け３つの枠組みを設けて重点支援

を行うものである。国大は、①地域のニーズに応える人材育成・研究を推進、②分野毎の

優れた教育研究拠点やネットワークの形成の推進、③世界トップ大学と伍して卓越した教

育研究を推進、の中から１つを選ぶ 10。2019 年度では約 300 億円が評価対象経費となっ

ているが、2020 年度 250 億円、21 年度は 200 億円と減額されている。 

具体的には、各国大は、第３期の中期目標を踏まえて作成した「ビジョン」に基づき、

その実現に向けた具体的な方針である「戦略」を作成し、その達成状況を判断するための

「評価指標」（KPI）を設定する 11。この KPI 別に、2 つの評価項目、すなわち、①「評価

指標の精選・設定等に関し適切な対応が行われているか」と②「2017 年度の実績値につい

て、設定された目標に向けて着実に進捗しているか」を、それぞれ a～d の 4 段階評価を行

う 12。 

このうち②のみが資金配分に使われる 13。4 段階評価を得点に換算する（a:10 点、b:6

点、c:2 点、d:0 点）。1 つの戦略に複数の KPI があるので、戦略毎の平均点を算出し、更

に各戦略の平均点を合算した数値を戦略数で除して、国大の平均点を算出する 14。各国大

の平均点に基づき配分率 15を決定し、評価対象経費に配分率を乗じることで配分額を算出

する。 

 
る。 
10 正確には、重点支援①は、「主として、人材育成や地域課題を解決する取組などを通じ

て地域に貢献する取組とともに、専門分野の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で

世界ないし全国的な教育研究を推進する取組等を第３期の機能強化の中核とする国立大学

法人を重点的に支援する」、重点支援②は、「主として、専門分野の特性に配慮しつつ、強

み・特色のある分野で地域というより世界ないし全国的な教育研究を推進する取組等を第

３期の機能強化の中核とする国立大学法人を重点的に支援する」、重点支援③は、「主とし

て、卓越した成果を創出している海外大学と伍して、全学的に世界で卓越した教育研究、

社会実装を推進する取組を第３期の機能強化の中核とする国立大学法人を重点的に支援す

る」ものである（文部科学省「令和元年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結

果について」より）。 
11 2016 年度では、対象となる 86 大学法人で、戦略 301、KPI2,176 が設定され、2017 度

ではそれぞれ 298、2,033、2018 年度では、296、1,847、2019 年度では、296、944 が設定

されており、年度により数が変わっている。 
12 これは文部科学省（2019）「令和元年度国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結

果について」に基づく。年度によって、評価項目の内容や数、点数化の方法、再配分率、

評価対象経費などは異なる。 
13 評価項目①についても４段階で評定されるものの得点換算されず、交付金の算定には

反映されない。 
14 例えば、東京大学の場合（2019 年度）、3 つの戦略があり、１つの戦略に 5 つの KPI が

設定されている。戦略１については、a 評定が１つ、b 評定が 4 つ、戦略 2 については、b

評定が 5 つ、戦略 3 については、a 評定が 1 つ、b 評定が 4 つとなっている。この結果、
戦略 1 の平均点は 6.8、戦略 2 は 6.0、戦略 3 は 6.8 となり、大学平均は 6.5 となる。 
15 配分率は 105％、102.5％、100％、97.5％、95％の 5 段階であり、３つの重点支援分野

別に各国大に適用される配分率が決まる。 
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（３）共通指標による配分（以下「共通指標配分」という） 

基幹経費において成果に係る共通指標により実績状況を相対的に把握し、これに基づ

く配分を行うものであり、初年度である 2019 年度においては、700 億円が計上され 16、

2020 年度 850 億円、21 年度 1,000 億円と増額されている。共通指標は初年度 7 つであっ

たが、20 年度以降 13 になっており、20 年度を前提に配分の仕組みを説明する 17。指標

は以下のとおりである 18。 

 

（インプット関係） 

・常勤教員に対する若手研究者の比率（120 億円）：学系別に若手研究者数を常勤教員数

で除して、その比率の学系内における偏差値を算出し、それを常勤教員数で加重平均した

数値を算出する 19。 

・ダイバーシティ環境醸成（20 億円）：外国人教員・女性教員の常勤教員数に対する比

率、留学生・社会人学生・障害学生の学生数に対する比率、障害者雇用比率に基づき偏差

値を算出し、それを算術平均して算出する 20。 

 

（プロセス関係） 

・人事給与マネジメント改革（75 億円）：教員の業績評価の取組状況、新年俸制の導入な

ど 15 項目をそれぞれ 0・0.5・1・2 点で評価し合計点を算出する。 

・会計マネジメント改革（75 億円）：：決算情報と教育研究成果の比較分析、学部研究科

ごとのセグメント情報の開示状況など 10 項目をそれぞれ 0・0.5・1・2 で評価し合計点を

算出する。 

・施設マネジメント改革（30 億円）：：稼働率調査・満足度調査・予防保全など 13 項目

をそれぞれ 0・1・2 点で評価し合計点を算出する。 

・カリキュラム編成上の工夫*（30 億円）：学系別にナンバリング・履修系統図の活用・

アクティブラーニング実施・学習成果の把握など 8 項目について実施している場合に 1 点

を加点し、これを入学定員で加重平均した数値を算出する 21。 

 

 
16 このうち 300 億円は機能強化促進費等から基幹経費化されたものである。 
17 文部科学省「令和 2 年度国立大学法人運営費交付金『成果を中心とする実績状況に基

づく配分』について」に基づく。 
18 インプット等性質に基づく分類は筆者による。「＊」は 2020 年度より追加された指標

である。科研費の獲得など資源に関する指標はインプットとも考えられるが、「競争して

獲得する」性質に鑑み、アウトプットとする（OECD 2020 などでもそのように整理してい

る）。 

19 若手研究者数・常勤教員数は 2016～18 年度の 3 ヶ年の平均をとる。 
20 人事給与マネジメントのような各国大別の詳細な評価結果は公表されていない。 
21 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課調査（2019 年 12 月）における「カリキュ

ラム編成上の工夫の状況」における設問及び回答を活用している。入学定員は 2018 年度

の数字。 
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（アウトプット関係） 

・常勤教員当りの科研費獲得件数・獲得額*（75 億円）：学系別に科研費獲得件数を常勤

教員数で除して、その比率の学系内における偏差値を算出し、それを常勤教員数で加重平

均した数値を算出する。獲得額についても同様に計算し、これを算術平均して算出する

22。 

・常勤教員当りの受託・共同研究等受入額（75 億円）：学系別に受託・共同研究・受託事

業受入額を常勤教員数で除して比率を算出し、その比率の学系内における偏差値を算出

し、常勤教員数で加重平均した数値を算出する。 

・常勤教員当りの経営資金獲得実績（120 億円）：寄附金と雑収入を合計し常勤教員で除

して算出する 23。 

・卒業・修了者数当りの就職・進学等の状況*（35 億円）：学系別の就職者数と進学者数

の合計を卒業・修了数で除して、その比率の学系内における偏差値を算出し、これを卒

業・修了者数で加重平均した偏差値を算出する 24。 

・博士課程入学定員当りの学位授与の状況*（35 億円）：学系別の学位授与数を博士課程

入学定員で除して、その比率の学系内における偏差値を算出し、これを博士課程入学定員

で加重平均した偏差値を算出する。 

・常勤教員当り研究業績数*（75 億円）：学系別の研究業績数を常勤教員数で除して、そ

の比率の学系内における偏差値を算出し、これを常勤教員数で加重平均した数値を算出す

る 25。 

・運営費交付金等コスト当りの被引用数の高い TOP10％論文数（重点支援③の国大のみ適

用）（85 億円）：TOP10％論文数を運営費交付金等と科研費等の合計値で除して算出する

26。 

 

 重点支援の 3 つの枠組み別に、また上記の 13 種類別に、配分率に基づき各国大への配

分額を算出する 27。 

 

 
22 2018 年度の受入額に基づく。 
23 2018 年度の寄付金・雑収入に基づく。 
24 就職者・進学者数、卒業・修了者数は、2016～18 年度の 3 ヶ年平均を使う（博士学位

数・入学定員も同様）。 
25 研究業績は査読付き論文数を基本としてカウントする。 
26 2017 年から 2019 年 11 月現在までの、大学別の被引用数の高い論文を示す TOP10％論

文数であり、データは（株）クラリベイト・アナリティクス・ジャパン及び（株）エルゼ

ビア・ジャパンのデータを活用。運営費交付金等・科研費等は 2017～18 年度の２ヶ年平

均をとる。 
27 配分率は、評価結果が上位 10％に位置する国大は 115％、20％以上は 110％、30％以上

105％、50％以上 100％、70％以上 95％、80％以上 90％、80％を下回る 85％となってい

る。配分に当たっては、運営費交付金全体に占める各国大のシェア率を「評価対象経費全

体（約 850 億円）」に乗じて得られた「大学等ごとの評価対象経費」に、各指標の配分率

を乗じて配分額が算定されている。 
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３．分析の枠組み 

 最初に、政府から公的大学（国立や州立）への資金配分の基本的な仕組みなどについて

整理する。公的大学の収入には、政府からの補助金、学生から徴収する授業料、外部資金

など様々なものがあるが、多くの国で財源の中心になるのは政府からの定常的な運営費補

助金である。 

 OECD(2020)は、運営費補助金の種類として、①項目別予算、②一括補助金、③プロジェ

クトベースの資金、④業績契約に基づく資金を挙げ、更に、各大学への資金の金額を決め

る方法として、a 対前年比の増減、b 政府と大学の交渉、c フォーミュラ方式を挙げる 28。

欧州大学協会の報告書（Pruvot et al.2015)は、欧州各国における公的大学の財源の仕組

みを、①一括補助金-業績連動型配分-フォーミュラ方式（アウトプット基準）、②一括補助

金-業績連動型配分-業績契約、③一括補助金-フォーミュラ方式（インプット基準）、④一

括補助金-前年比基準、⑤プロジェクトベースの配分、⑥卓越プログラムに対する資金、⑦

その他の配分、のように分類する。Salmi and Hauptman (2006)は、①交渉型・アドホック

型予算、②機関種別・使途指定型資金、③フォーミュラ型、④業績ベースを挙げ、研究に

対する資金補助として、①教育・研究一体型配分、②研究プロジェクト方式、③研究ブロ

ック補助金、④需要ベース方式、を挙げる。山本（2004）は、交付金配分モデルを、①サ

ービス需要モデル、②業績基準モデル、③サービス購入契約モデル、④経費積上げモデル、

⑤実績基準モデル、⑥保有能力基準モデル、に分類している。 

 このように運営費補助金の種類は多様であり分類も単純ではないが、本稿は国大の運営

費交付金に焦点を当てているので、一括補助金の配分方法という観点から分類する。PBF は、

一般には、資金を大学の業績に基づいて配分する仕組みであるが、その「業績」（performance）

は、インプット、アウトプット、アウトカム、公平性など多様である。そこで、配分方法

として、①フォーミュラ方式（インプット基準）、②フォーミュラ方式（アウトプット・ア

ウトカム基準）、③業績契約に基づく配分、④その他（前年度増減方式など）に分類する。

このうち、②と③を業績連動型交付金（PBF）と定義する。②は卒業生数や博士の学位数な

どの実績に基づき一定の計算式で資金配分を決定するが（事前型）、③は政府と大学が目標

達成などについての契約結びそれを踏まえて資金を配分し、もし目標が達成できない場合

には次の目標期間において配分を削減するものである（事後型） 29。 

 こうした分類を踏まえると、日本の運営費交付金は、本体部分は④であり、前章で説明し

 
28 ②については、使途が自由な場合、教育と研究に分割されている場合、給与と経常運

営費などに分割されている場合などがある。③については、競争資金である科学研究費、

イノベーションといった特定目的の基金などがある。  
29 ②の具体例としては、アメリカのテネシー州やミズーリなどの州、オーストラリア

（2004 年に導入され現在は廃止されている Learning and Teaching Performance Fund）、

イギリス（研究分野についての Research Assessment Exercise）など、③の具体例とし

ては、オランダ（本稿で紹介）、ドイツの各州、オーストラリア、フィンランドなどがあ

る。欧州各国の②・③の取組については、Pruvot et al.2015 が詳しい。 
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た３つの PBF は②に該当する 30。なお、中期計画は、各国大が自ら作成し文科大臣が承認

するものであることから、業績契約の一種とも考えられるが、活性化支援分は教育研究な

どの前期の成果を翌期の配分に反映させるものであることから、事前型②に相当すると考

えられる。 

 以上を踏まえ、次の 3 つの分析を行い、第４章で分析結果を説明し、第５章で問題点を

議論する。 

 

（１）業績連動型交付金の配分状況の分析 

PBF の配分が特定の大学に偏っているのか、年度によって変化があるのか、PBF とそれ以

外の交付金に関係があるのかなどを検証するため、第３期中期目標期間の各年度における

運営費交付金全体、PBF の推移、PBF の大学別・重点支援の類型別の推移などについて分析

する 31。なお、分析に使うデータの出所や記述統計量ついては、Appendix に整理している。 

 

（２）各業績連動型交付金で使われている指標（評価結果）の分析 

 PBF による配分はそれぞれ関連する指標に基づいている。そこで、そうした指標の間の

関係性を検証するため、３つの PBF 別に使われている指標間の相関係数を算出する。 

 

（３）３つの業績連動型交付金の間の指標（評価結果）の分析 

 ３つの PBF で使われている指標間の横断的な関係性、PBF の配分額や研究費等の資金と

卒業等の関係性を検証するために、第１期・第２期の中期目標期間における業務の評価と

共通指標の人事給与等プロセスに関する評価、同中期目標期間における教育研究の評価と

重点支援評価・共通指標評価（資金関係）、同中期目標期間における教育研究の評価と重点

支援評価・共通指標評価（卒業・博士・研究業績・TOP10％論文数）、PBF の総額や科研費

（文科省データ）と中期目標期間の教育研究の評価・重点支援評価・共通指標評価（卒業・

博士・研究業績・TOP10％論文数）などについて、それぞれの間の相関係数を算出する。 

  

４.主な分析結果 

４．１業績連動型交付金の配分状況の分析 

 最初に、運営費交付金全体とその一部を構成する PBF の割合を見る（図１）。PBF の全体

に対する割合は、重点支援配分が増額され共通指標配分が導入された 2019 年度以降急増

し、2021 年度には 16.5％に達している。 

 
30 正確には、共通指標配分における人事管理などプロセスに関する指標や重点支援評価

における KPI の中にはインプットに関する指標もあることから、①の要素も含んでいる。 
31 本稿での分析の対象は国立大学法人であり、交付金を配賦されている大学共同利用機

関法人は除外している。PBF に類似するものとして、学長裁量経費（特徴のある教育研究

等を推進するために配分（第３期より導入、2021 年度総額は 400 億円）と高等教育共通

政策課題分（有識者の評価に基づき配分、第３期より導入、2021 年度の総額は 335 億

円）がある。業績連動型配分の最大値を把握する観点からこれらも含めて分析する。学生

当り・教員当りの分析も行っているが、本稿では割愛している。 
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 次に、2021 年度における重点支援類型別国大別に PBF の合計金額とその全体に対する割

合を見る（図２－１・２・３）。重点支援①の国大については、運営費交付金総額が約 90

憶円以上の国大の PBF の割合は 10～15％であり大きな相違はないが、総額が少ない大学ほ

ど PBF の割合が高くなる。特に、小樽商科大学（業績割合 24.1％）、長岡技術科学大学（同

23.5）、帯広畜産大学（16.0％）が高い。なお、2016 年度では、PBF の割合は、交付金総額

が少ない国大ほどむしろ少ない傾向がある。重点支援②の国大については、PBF の割合は、

交付金総額に関わらず、筑波技術と東京学芸を除いて、15％前後である。重点支援③の大

学については、共通指標による配分で TOP10％の論文数による配分があるため割合が高く

なっている。2016 年度では、一橋大学を含めて、交付金総額が少ない大学ほど業績割合は

少ない傾向。 

 重点支援別国大別に、業績連動型交付金とそれ以外の一般交付金について 2016 年度か

ら 2021 年度への増減を見る（図３－１・２・３）。ほぼ全ての国大で一般分は減少してい

る。一般分の減少を業績連動型交付金の増で補い全体として交付金が増えた国大は、重点

支援①の国大では、長岡技術科学・高知など全体の約３割である（増額の金額は 0.3～5 億

円程度）。他方、岐阜等 11 大学は交付金総額が 5～10 億円減少している。重点支援②の国

大については、約４割が増えているものの、その金額は 0.2～1 億円である。奈良先端科学

技術等４大学は 1～7 億円減少している。重点支援③の国大については、東京・京都・大阪

は増えているものの（10～20 億円程度）、筑波・九州名古屋大は大きく減っている（10～

50 億円程度）。全ての国大（86）中、交付金総額が増えたのは 31 国大で、全体の 36％であ

る。 

 この期間で交付金総額が増えた大学は、PBF が増えたからであるが、増加率の最も大き

い大学（長岡技術科学・小樽商科・鳴門教育など）を見ると、重点支援・共通指標・共通

政策課題の配分がいずれも増えている。重点支援配分の増加幅は共通指標配分の増加幅の

１割程度なので、交付金総額の増加率が次に大きい大学は共通指標配分の増が影響してい

る。交付金総額の減少率が大きい大学（筑波・室蘭工業・九州・岐阜など）は、共通指標

配分の少なさが大きく影響している。 

 最後に、学生当り・教員当りの交付金総額と業績連動型交付金に総額に対する割合をみ

る 32。学生当りの交付金総額はかなりの相違があるが（重点支援①で 565～4,770 千円、②

で 697～7,449 千円、③で 903～2,931 千円）、割合については、①では学生当りが少ない国

大ほど割合が高い傾向が見られものの多くの国大の割合は 10～15％であり、②（14～17％）

と③（17～20％）ではそれほど割合の相違がない。教員当りの交付金総額も相違があるが

（重点支援①で 10,991～34,479 千円、②で 13,004～70,114 千円、③で 12,443～21,500 千

円）、割合については、①では例外があるものの 11～15％に集中し②では 12～16％、③で

は 18～23％の集中している。 

 

（２）各業績連動型交付金で使われている評価結果（指標）の分析 

 
32 2021 年度の学生数・教員数は未発表なので、2020 年度の計数を使っている。 
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 ３つの PBF の配分基準となる評価結果や指標の状況について分析する。 

 活性化支援分の基準は中期目標期間の評価である。第１期及び第２期の中期目標の達成

状況（概況）は表１のとおりである。いずれの期においても、各項目において「不十分で

ある」「重大な改善事項がある」といった評価を受けた大学・大学共同利用機関法人は極め

て少なく、全体として、大学・大学共同利用機関法人の評価の相違は小さい。 

 この評価結果は、活性化支援分の資源配分に反映させるためポイントに換算される。第

１期と比べて第２期の評価水準を比較したのが表２であり、悪化した大学・大学共同利用

機関法人数が多い。評価結果の分布状況を見ると、全体として、教育・研究・社会貢献に

ついては低い点数に偏っている一方、業務については高い点数に偏っている（Appendix 図

A-2）。 

 次に、国大のみの評価ポイントの分布を見る。第１期の合計ポイントは 31～44 点に分布

し、平均は 35.6 点であり、第２期の合計ポイントは 31～43 点に分布し、平均は 34.5 点と

なっている。2012 年度活性化支援分（第１期の結果に基づく第２期への反映）については、

86 大学中 31 大学に配分されたが、31 大学の合計ポイントは 37～44 点であった。2018 年

度活性化支援分（第２期の結果に基づく第 3 期への反映）については、33 大学に配分され

たが、33 大学の合計ポイントは 35～44 点であった（図４）。いずれにせよ、国大間におけ

る合計ポイントの相違は小さい。 

 重点支援評価については、まず、全大学の評価ポイントの 2017～21 年度間の相関を見る

（表３）。翌年度の評価ポイントとは比較的高い相関がみられるが、翌々年度以降とは相関

が低くなる。特に、17・18 年度と 21 年度の相関は低い。これは、2019 年度から各国大の

KPI の数がかなり削減され、評価方法が実質的に変わったからである。2021 年度の評価ポ

イントを見ると、重点支援①の国大では、76％の大学が 6.0～7.5 の間に収まっている。重

点支援②の国大では、6.0～6.5 と 7.5～8.0 の 2 つの頻度のピークがある。重点支援③の

大学では、6.0～6.5 に頻度のピークがある。 

また、2017 年度から 21 年度にかけて、重点支援別に評価ポイントの順位の変動を見る

（図５－１・２・３）。重点支援①については、総じて、17 年度に高順位だった国大は順位

を下げ、逆に低順位だった国大が順位を上げている。例外としては、この期間を通じて順

位が上昇している国大（名古屋工業・大阪教育・鳥取・弘前・福井・豊橋技術科学・島根・

鳴門教育・北見工業・福岡教育・旭川医科）、同様に下降している国大（琉球・山形・徳島・

大分・愛知教育・滋賀・山口）がある。重点支援②についても同様で、順位が安定してい

るのは東京医科歯科・筑波技術・東京海洋だけである。重点支援③についても同様で、順

位が安定しているのは、東京工業ぐらいである。 

 共通指標配分で使われる指標を分析する（2021 年度における各指標の相関係数は表４）。

人事給与・会計・施設の指標は、３ヶ年において、それらの指標間及び他の指標とはほと

んど相関がない（2021 年度は若干の相関）。若手比率は、いずれの年度においても、科研

費及び研究業績と弱い相関がある（0.2～0.25 程度）。ダイバーシティは、卒業就職・博士・

研究業績とほとんど関係がないが、カリキュラムは、卒業就職に弱い相関（0.2～0.3 程度）

が見られる。研究業績は、科研費・経営資金・受託共同資金と高い相関（0.5～0.7 程度）
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が見られる。重点支援③の TOP10％の論文数については、若手比率・受託共同と高い相関

（0.6～0.7 程度）、科研費と弱い相関（0.2 程度）が見られる。他方、ダイバーシティ・カ

リキュラム・卒業修了・博士とはマイナスの相関である。各指標の各年度間の相関を見る

と、人事給与・会計・施設は低く（0.1～0.3 程度）、資金関係は高く（0.8～0.9 程度）、卒

業就職・博士・研究業績も高い（0.8～0.9 程度）。人事給与等の評価は主観性が高いので

評価が安定していない。 

  

（３）３つの業績連動型交付金の間の評価結果（指標）の分析 

 ３つの評価結果の指標の相関を見る（表５）。中期目標期間における業務の評価点（２期

分）と共通指標の人事給与・会計・施設の評価点（３ヶ年分）の間には、第 1 期と人事給

与（2021 年度）・施設（2019・20 年度）に 0.17～0.20 程度の弱い相関が見られるくらい

で、ほとんど関係はない。 

 中期目標期間における教育研究の評価点（２期分）と重点支援評価の間については、第

２期と 2017 年の重点支援評価の間に 0.44、第２期と 2018 年の重点支援評価の間に 0.27

の相関が見られるが、2019～21 年の重点支援評価との間にはほとんど相関はない。中期目

標期間における教育研究の評価点（２期分）と共通指標評価のうち科研費等の資金関係の

指標との間には、受託・共同については 0.4～0.5 程度の相関、経営資金や科研費とは 0.2

～0.3 程度の弱い相関が見られる。中期目標期間における教育研究の評価点（２期分）と

共通指標評価のうち卒業就職等のアウトプット指標との間には、卒業就職や博士学位につ

いてはマイナスの関係、研究業績に 0.26～0.46 の相関が見られる。重点支援評価と卒業就

職等アウトプット指標との間については、卒業就職や博士学位とはマイナスの関係、2017・

18 年度の重点支援評価と研究業績の間には 0.3～0.4 程度の相関が見られる（表２）。中期

目標期間における教育研究の評価点（２期分）と TOP10％論文数の間には、0.4～0.6 程度

の高い相関が見られる。2017・18 年度の重点支援評価は TOP10％の論文数と 0.5～0.7 の高

い相関が見られるが、20・21 年度のそれとはマイナス 0.3～0.5 の逆相関が見られる（19

年度では関係性はほぼない）。 

 PBF の金額と重点支援評価の関係をみると、2017・18 年度の重点支援評価については 0.4

程度の相関があるが、19 年度以降とはマイナスであり関連性はない。PBF と共通指標の卒

業就職等のアウトプットとの相関をみると、卒業・博士学位はほぼマイナスの相関である

が、研究業績とは 0.5 程度の相関が見られる。同様に、TOP10％の論文数とも 0.4～0.5 程

度の相関が見られる。科研費（2016～20 年度）と重点支援評価との関係は、2017・18 年度

とは 0.4 程度の相関が見られるが、19 年度以降とはマイナス相関で低い。研究業績とは

0.4～0.5 の相関が見られる。教員当り科研費との相関でもほぼ同じであるが、科研費 2016・

17 年度と研究業績 2020・21 年度とは、0.6～0.7 の高い相関が見られる。 

 

５.業績連動型交付金の問題点 

 第４章の分析結果を踏まえ、諸外国における取組や経験も適宜参照しながら、現在の PBF

の問題点を議論する。それは以下の３点に集約できる。 
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 第１に、規模と配分の在り方の問題であり、特に交付金の本体部分との関係である。国

大によって PBF の交付金総額に対する割合に相違はあるものの、全体的には 15～20％に達

しており、ほぼ諸外国と同じ水準になっている 33。 

PBF の配分は、前章で分析したように、評価指標の変動を受けて毎年変動しており安定

性に欠ける。業績連動以外の交付金を削って PBF を増やしているので（ネットで総額が増

えている国大は 1/3 程度）、文科省が説明する「学生数等により客観的に算定される基盤的

な部分」（第４期検討会報告書）が削られて、教育の質が低下しかねない。これは、本体部

分が諸外国のようなフォーミュラ方式（学生数などのインプット基準）となっていないか

らである。本体部分の交付金の算定方式では、研究所など学生定員を持たない組織を持つ

大学が政府支出金を多く投入され、また教員人件費をすべてカバーし余裕のあるごく一部

の大学と人件費の 60％程度しカバーできない大学まで際立った格差がある（羽田

2019:175）。附属病院の収入の相違も大きい（島 2012）。こうした格差や不公平があれば、

PBF を拡充しても競争にならない。こうしたゼロサムゲームでは、業績向上に向けた努力

を損ねることにもなる。アメリカの州では業績連動型交付金を導入している州が多いが 34、

なかでも歴史があるテネシー州では、予算配分の際に過去の実績の減点評価ではなく、当

該大学が大学教育を改善するために設定した当初の目標を達成した場合、その実績に応じ

て配分を増額する「上乗せ方式」を採用している（江原・杉本 2005:19）。 

これは運営費交付金の根本に関わる根の深い問題である。天野（2008）によれば、第２

次世界大戦後新しく国立大学が発足するに際して、教育刷新審議会は「教育財政問題につ

いて」という答申（1951 年）を発表し、各部各科ごとの学生一人当たりの単価などに基づ

いて予算の積算基準を設定するように提言したが、当時の文部省は、そうした方法はとら

ず、講座制と学科目制という教育研究組織の編成形態の違いに着目した「積算校費制」を

導入した（p70）。それは、基本的には教員数が算定の基礎なので、その不公平が現在にま

で至っている。 

交付金が、英国などのように、教育と研究に分かれていないことも問題である（大崎

2016）。欧州でも多くの国が PBF を導入しているが、フォーミュラ方式（インプット指標）

を第１の配分としつつ、PBF（フォーミュラ方式（アウトプット指標）と業績契約）で補完

している国が多い（Pruvot et al.2015）。予算制約が厳しいため運営費交付金は削減され

ているが、他方で競争的資金や大学ファンドのような資金は増額されており、そうしたな

かで一般的な運営費交付金を削減して業績連動型交付金を増額するのは整合的ではない。 

 第２に、制度の目的と仕組みの整合性の問題である。国大の教育研究評価の法的な基本

は中期目標期間の評価である。それは、各国大がそれぞれ設定した中期計画実施状況等を

検証・評価し、その結果をもとに、中期目標の達成状況を「中期目標の達成度が非常に優

 
33 業績連動型交付金の運営費交付金全体に占める割合を正確に把握することは難しい

が、de Boer et al。(2015)によると、一部の国ではフォーミュラ方式（インプット基

準）を含むので正確ではないとしながらも、オーストリア・フィンランド・テネシー州な

どで 75～100％と高い国があるが、総じて 20～30％程度である。 
34 Li et al.(2018）によれば、2014 年時点でテネシー州など 25 州で導入されている。 
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れている」など５段階で評定するものであり、各国大を相対評価するものではない 35。し

かしながら、第１期中期目標期間が始まって以降、国大評価の在り方について十分な議論

なしに、木に竹を接ぐかたちで新しい PBF が導入されており、整合性に欠けている 36。 

 業績連動型交付金の発端は、2007 年、政府の経済財政諮問会議を中心に、成長力強化の

ためには更なる大学改革が必要でるとの方針が示されことにある。諮問会議の民間議員は、

「国際化や教育実績等について大学の努力と成果に応じた配分ルール・基準とする」こと

などを主張した（伊藤他 2007）。これに対して文科省や国大から反対意見も出されたもの

の 37、政府の経済財政政策の基本を定める「経済財政の基本方針 2007 について」（2007 年

6 月 19 日閣議決定）において、「文部科学省は、国立大学法人運営費交付金については、

次期中期目標・計画（平成 22 年度～）に向け、各大学の努力と成果を踏まえたものになる

よう、新たな配分の在り方の具体的な検討に早期に着手し、平成 19 年度内を目途に見直し

の方向性を明らかにする」とされた。こうして導入されたのが活性化支援分や第１期の中

期目標評価に基づく 2010 年度配分（脚注 1 を参照）であるが、中期目標期間の評価が相対

評価ではないにも関わらず、それらを活用して交付金を各国大に差別的に配分する具体的

な目的は明確にされていない。 

 次の動きは、民主党政権における「大学改革実行プラン」（2012 年 6 月 16 日文部科学省）

や第２次安倍晋三政権における「国立大学改革プラン」（2013 年 11 月文部科学省）、「国立

大学経営戦略」（2015 年 6 月文部科学省）、「経済財政運営と改革の基本方針 2015」（2015

年 6 月 30 日閣議決定）などである。これらは、経済成長に必要なイノベーションの拠点と

して国大を位置付け、それを推進するためミッションの再定義、国大の機能別分化、戦略

的な資源配分などを促すものである。水田（2015）は、これらの改革を「産業界、経済成

長を目指す政権、財政再建を目指す財政当局（財務省）の利害が一致し、高等教育行政（文

部科学省）に圧力」（p21）をかけるという構造となっていると述べる。 

 こうした導入されたのが重点支援配分であり、「各国立大学法人の強み・特色を踏まえた

大学の機能強化を目的とするもの」とされている 38。各国大は３つの重点支援の枠組みを

選択するが、各国大をこうした３類型に機能分化させることを目指しているのかあいまい

 
35「国立大学法人・大学共同利用機関法人の第２期中期目標期間の業務の実績に関する評

価結果（概要）」（国立大学法人評価委員会 2017 年 6 月 6 日）に基づく。 
36 国大発足時の「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る

実施要領」（国立大学法人評価委員会 2004 年 10 月）では、「評価結果を次の中期目標期間

における運営費交付金の算定に反映することができるものとなるように留意する」と述べ

られており、当初から矛盾がある。 
37 文科省は「基盤的経費と競争的資金の適切な組み合わせによる財政支援の必要性」を

主張し、運営費交付金の配分と評価とを関連させることに反対した（諮問会議提出資料

2007 年 3 月 20 日）。また、大学関係者からは、例えば、崎元（2007）は、「成果による配

分が行われれば、多くの大学で交付金が削減され、人員削減と教育の質の低下に直結す

る」と述べる。 
38 詳細は、文部科学省「令和３年度における国立大学法人運営費交付金の重点支援の評

価結果について」を参照。 
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である 39。各国大の戦略を見ると、世界トップレベルの教育研究の推進、次世代を担う人

材の育成、地域社会への貢献、グローバル化への対応、イノベーションの推進など、文言

に相違はあっても、多くの戦略は類似しており、この重点支援評価によって、各国大がそ

れぞれ「特色ある大学」になるとは考えにくい。類似の戦略でも、KPI が違うので、横断的

に評価できない。重点支援評価も相対評価ではないからである。 

 そして導入されたのが相対評価による共通指標配分であり、「国民・社会や当事者である

国立大学等に対する評価の分かりやすさや透明性の向上を図るとともに、各国立大学の成

果や実績を相対的に評価することで一層の経営改革を推進する」（第４期検討会報告書）が

目的である 40。しかし、第４章の相関分析のとおり、経営改革は教育研究のアウトプット

と関係がない。 

 これら 3 つの業績連動型交付金は異なる目的をもっており（しかも曖昧である）、制度を

複雑化させ、矛盾を生んでいる。特に、評価に係る作業は膨大であり、取引費用を拡大さ

せている。諸外国の PBF の目的は様々であるが、落第率の改善や卒業・修了の向上、社会

的に不利な立場にある家庭の子弟からの進学の促進など一般的である。もし、研究力の向

上を目指すのであれば、競争的な研究費、卓越プログラムなどのプロジェクトベースの資

金を活用する、あるいは一般交付金を教育と研究に分けて、後者にはイギリスのような研

究影響評価（Research Assessment Exercise） 41といった仕組みの方が直接的である。 

 業績連動型交付金でも、業績契約の場合は、政府と大学が個別に目標などを設定すること

から、個別の大学の目指す方向を戦略的に規定すること促す、政府と大学の間の戦略的な

対話を改善する、といった目的も含まれる（de Boer et al.2015)。政府がイノベーション

拠点として国大を位置づけることを直ちに否定するつもりはないが、競争原理に基づき優

劣をつけて淘汰すること、あるいは小さな地方の国大を合併させるのが目的なのか。業績

連動型交付金の典型的な問題は、成果がよくない大学を金銭的に罰して改善のための資源

を付与せずに更に業績を悪化させることである（Claeys-Kulik and Estermann2015）。国大

の機能分化や差別化を目指すのであれば、後述するオランダのように事前配分型の業績契

約の方が妥当である。中期目標期間の計画は業績契約とも位置付けられるからである 42。 

 第３に、指標の客観性・信頼性の問題である。また、PBF の指標や配分の算定根拠は全

て公開されているわけではなく、透明性に欠ける。 

 
39 下村文部科学大臣（当時）は、「国として国立大学を類型化しようという発想はない、

国が国立大学の機能や役割を限定するものではない」旨答弁している（第 189 回国会衆

議院文部科学委員会（2015 年 5 月 15 日））。 
40 共通支援による配分を提唱した財務省の資料（財政制度等審議会財政制度分科会

（2018 年 10 月 24 日配付資料）では、「社会のニーズに応じた教育水準・グローバルレベ

ルでの研究水準の向上」が主な目的とされている。 
41 具体的な仕組みについては、HEFCE(2000)、Tapper and Salter(2003)、田中（2008）

などを参照。 
42 林（2020）は、オーストラリアの業績契約を踏まえて、３つの重点支援枠組における

戦略形成と中期目標・計画をあわせたような、新たな中期目標・計画を検討することを示

唆している（p29）。 
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活性化支援の配分指標である中期目標期間評価は、教育・研究の水準や質などに関して、

各国大から提出された達成状況報告書等に基づき、第３者である評価者が書面調査及びヒ

アリングを行う 43。最終的には、「優れている」「不十分である」といった判定を下してい

るが、評価者の主観的で暗黙的な判断に委ねている（林 2020:24）。国大によって中期計画

が異なることから、こうした主観的な判断に基づく評価もやむを得ないが、これを資源配

分に活用するのは無理がある。共通指標配分では、人事給与マネジメントなどの改革状況

の評価が主観的である。重点支援評価の KPI は数値に基づくものが多いが、国際シンポジ

ウムの開催数、学科や組織の整備状況、職員の相互派遣数など、真に重要な指標とは考え

られない。 

共通指標配分で使われている卒業や就職、博士学位数などのアウトプット指標は諸外国

でも導入されているが、歪みや副作用などが指摘されている。教育を軽視する（Sharp2004）、

出版を増やすためにより易しい研究を重視する（De Boer et al.2015）、業績を上げるため

に不利な学生の入学を制限する（Douthery et al.2016）、論文の引用数は研究分野におけ

る研究者の数に依存する（田中他 2019）。また、アウトプット指標は、各国大の学部の構

成や国大の所在地の失業率などに依存するため、そうした要因をコントロールしないと、

大学が自らの努力でアウトプットを改善したかわからない 44。 

PBF 使われている指標の相関を見ると、前後の年では相関が見られるものがある一方（科

研費や論文数など）、そうではないものもあり（重点支援評価の結果や共通指標配分の人事

給与マネジメントなど）、指標の安定性に欠けている。諸外国で一般的に使われている指標

としては、卒業就職・学位数や研究費の獲得金額などが多いが、人事給与・会計・施設な

どのプロセスに関する指標は見たことがない。しかも、第３章の分析では、これらの指標

はアウトプットとほとんど関係がない。 

こうした問題の根本は、評価の基本である「ロジックモデル」が国大の評価において構

築されていないことである。これは、インプットからアウトプット、そしてアウトカムに

至るまでの因果関係を表すものである。例えば、東京大学の重点支援評価における戦略の

１つは、「新たな価値創造に挑む学術の戦略的展開」であり、その KPI としては、若手研究

者数、外国人研究者数、連携研究機構設置数、論文数、国際共著論文数である（2021 年度）。

「新たな価値創造」が達成されたか否かを、若手研究者数などの KPI で評価できるのかよ

くわからない。KPI の数は多くても（脚注 11 参照）、戦略達成に至るまでの因果関係は仮

説として明示されていない。前章の分析によると、論文数や研究業績に影響を与えるのは、

科研費などの資源と若手研究者である。これらの因果関係については更なる検証が必要で

 
43 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（2016）「大学改革支援・学位授与機構が実

施した国立大学法人等の第２期中期目標期間における教育研究の状況の評価の実施につい

て（概要）」を参照。 
44 オーストラリアで 2006・07・08 年に導入された「学習と教育に関する業績交付金」

（Learning and Teaching Performance Fund）では、学生の様々な属性や特徴（年齢、性

別、少数民族、非英語圏からの学生）など、学習・教育の成果に影響を与える要因を取り

除いた指標を使っている（DEST2007 を参照）。 
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あるが、仮にそれが正しいとすると、資源や若手研究者を増やすことなしに業績は向上し

ない。 

 業績連動型交付金の総合的な効果や成果については、諸外国でも両論がある。アメリカ

の州の取組については、Burke and Associates (2002)は、業績連動型交付金が学内のマネ

ジメントに与えている影響は弱いと結論付けている。Doughery et al.(2016)は、デンマー

ク、オランダ、ノルウェー、スイス、英国などについて分析し、業績ファンディングが研

究の生産性を高めた（直接的な因果関係の証明はできない）ことを示している。Liefner 

(2003:484)は、スイス、イギリス、アメリカ、各国それぞれ 2 つの大学をケース・スタデ

ィし、業績連動型予算による資源配分と大学の成功の間の因果関係は弱いと指摘する。田

中（2009）は、各国の取組を分析し、業績連動型交付金が教育・研究の質を向上させるか

どうかはわからないが、「教育・研究評価への取組みを刺激し、ステークホルダー間で改善

策を議論するインセンティブを与えている」「直接的な改善ではなく、アカウンタビリティ

などに意味がある」（p36）としている。 

 最後に、業績契約の例として、オランダの経験を簡単に紹介する。日本の中期目標・計

画は業績契約に類似することから、参考になると考えられる 45。 

オランダは公立大学中心であり、18 の研究大学と 36 の職業大学がある。90 年代より学

生数などに基づくフォーミュラ方式が導入されていたが、2013 年からの４年間を対象とす

る業績契約が補完的に導入された。主な目的は、落第率の低減、高等教育の多様化、大学

毎の得意分野の強化である。目標は大学別に設定され、教育省と交渉した上で締結される。

契約には定量的な目標と定性的な目標が含まれる。前者については、学部修了率、１年目

の落第率、学生満足度など、７つの共通指標を使って、各大学が独自の目標水準を設定す

る。後者については、差別化を図るための取組などが記述される。基盤的交付金の教育部

分の５％が、期間中に目標が達成される条件で学生数のシェアで各大学に追加的に配分さ

れ、２％は差別化と研究の集中化に向けた提案の内容に基づいて選別的（全体の 2/3 程度

の大学）に配分される。目標や結果の審査は、専門家で構成される評価委員会が行う。 

業績契約の結果は評価委員会によって検証された。研究大学では修了率や落第率はかな

り改善されたものの、職業大学では修了率は低下した。学生の教育機会や質を重視したた

め修了率が犠牲になったという。評価委員会は６つの職業大学が目標を達成していないと

して大臣に報告したが、大臣は当初予定していた財政的な削減を半分にとどめた。学習の

改善や差別化に大学の関心を振り向けるともに、関係者の間での対話、透明性や説明責任

の向上につながったとする一方で、行政コストの増大、質的な改善より量的な改善の重視

といった問題が指摘された。こうした検証に基づき制度が見直されたが、新しい仕組みで

は財政的なインセンティブは弱められている。 

 オランダについて学ぶべき点は、大学との合意形成を重視し、各大学が差別化のために

自ら積極的に取り組んだこと、業績連動のための資金を追加配分し事後に削減する仕組み

 
45 オランダの高等教育や業績契約の仕組みについての記述は、オランダ教育省の資料の

他、de Boer et al.(2015)、Jongbloed et al.(2020)などを参考にしている。 
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としたこと、制度そのものを科学的に分析評価した上で改善していることである。財政的

なインセンティブは注意が必要である。評価を資金配分に活用しようとすると、評価が予

算の下僕になってしまい、質の高い評価ができなくなるからである（田中 2005:45）。  

 

６.結論 

 本稿では、第３期中期目標期間において拡充されてきた業績連動型交付金の仕組みを明

らかにし、配分や指標の現状をデータに基づき分析した。ポイントは、PBF の割合が全体

で 16.5％に達していること、2016 年度から 2021 年度の間でほぼ全ての国大で一般分の交

付金が減少しこれを業績連動型交付金で補っていること、共通指標配分に関して人事給与・

会計・施設の指標は卒業就職や研究業績などとはほとんど相関がなく、高い相関が見られ

るのは、科研費などの資金と研究業績や TOP10%論文数であること、である。 

 次に、こうした分析に基づき PBF の問題を整理した。第１に、運営費交付金全体を減ら

す中で、交付金の本体部分を減らす一方で PBF を増やしているため、教育に関する基盤的

な経費が削られている。また、本体部分が諸外国のようなフォーミュラ方式（インプット

基準）となっていないため、格差や不公平があり、大学間の競争条件が同じではない。第

２に、目的が異なる３つの業績連動型交付金が整合性なく混在し、制度を複雑化させ、矛

盾を生んでいる。第３に、各指標の客観性・信頼性・透明性に問題があり、評価の基本で

ある「ロジックモデル」に基づき評価システムが構築されていない。 

 全体として、現在の PBF が教育研究の業績向上に寄与しているとは考えにくい。PBF の

必要性は否定しないが、整合性に欠ける３つの仕組みが混在し、指標や配分方法が適切で

はない。当初の中期計画の趣旨・目的を踏まえ、各国大の自律性を尊重し特色ある大学を

目指すのであれば、業績契約型の PBF を検討するべきである。 

 諸外国でも業績連動型交付金には課題が多く、教育研究の質向上に寄与しているとは明

確には言えないが、オランダ、イギリス、オーストラリアなどは試行錯誤を繰り返しなが

ら改善している。日本では、制度や仕組みをデータに基づき検証して改善するアプローチ

が乏しい。このままでは、国大の教育研究のパフォーマンスは更に低下することにもなり

かねない。 
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図 1 運営費交付金総額の推移 

 
（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 
（注）業績割合①は活性化支援・重点支援・共通指標の合計の割合、業績割合②は更に学長裁  
    量・共通政策課題を加えた合計の割合。  

図 2－2 重点支援②の国大における業績連動型交付金の金額と割合（2021 年度） 

 
（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 
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図 2－2 重点支援③の国大における業績連動型交付金の金額と割合（2021 年度） 

 
（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 
 

図３－２ 重点支援②の国大における業績連動型交付金の増減（2016→2021 年度） 

 
（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 
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図３－３ 重点支援③の国大における業績連動型交付金の増減（2016→2021 年度） 

 
（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 

図５－２ 重点支援②の国大の評価の順位 

 

（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 
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図５－３ 重点支援③の国大の評価の順位 

 
（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 
 
 

             表２ 第１期と比べた第２期の評価の水準 

 教育研究等の質 業務運営・財務運営等 合  計 
改善した大学数 14(16%) 24(27%) 22(24%) 
不変の大学数 38(42%) 26(29%) 17(19%) 
悪化した大学数 38(42%) 40(44%) 51(57%) 
合計 90(100%) 90(100%) 90(100%) 
（出所）国立大学法人評価委員会「国立大学法人・大学共同利用機関法人の第２ 
 期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果（概要）」（2017 年 6 月 6 日）に 
 基づき筆者作成。 
（注）教育等の各項目の中期目標達成度を点数化（1～5 点）して、大学法人別 
 の合計点の増減を分析したものである。なお、大学数には大学共同利用機関法 
 人を含む。 
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    表３ 重点支援評価の各年度間の相関 

 

（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

2017年度 1.000
2018年度 0.474 1.000
2019年度 0.355 0.446 1.000
2020年度 0.193 0.303 0.585 1.000
2021年度 0.120 0.172 0.418 0.706 1.000
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図 2－1 重点支援①の国大における業績連動型交付金の金額と割合（2021 年度） 

 

（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 
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図３－１ 重点支援①の国大における業績連動型交付金の増減（2016→2021 年度） 

 

（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 
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図４ 第３期中期目標期間における活性化支援分の対象となった国大の中期目標達成状況の評価 

 

（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 
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図５－１ 重点支援①の国大の評価の順位 

 

（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 
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表１ 第１期及び第２期の中期目標の達成状況（概況） 

 
（出所）国立大学法人評価委員会「国立大学法人・大学共同利用機関法人の第２期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果（概要）」 
   （2017 年 6 月 6 日） 

 

 

 

（法人数）

第１期中期目標期間 教育 研究
社会貢献・
国際化等

共同利用・
共同研究

業務運営 財務内容
自己点検・
情報公開等

法令遵守、
施設整備等

中期目標の達成状況が非常に優れている        1( 1%) 4( 4%) 2( 2%) - 28(31%) 3( 3%) - 3( 3%)
中期目標の達成状況が良好である 12(13%) 28(31%) 38(42%) 3(75%) 48(54%) 79(83%) 88(98%) 75(84%)
中期目標の達成状況がおおむね良好である 77(85%) 58(65%) 50(56%) 1(25%) 13(14%) 7( 8%) 1( 1%) 9(10%)
中期目標の達成状況が不充分である - - - - 1( 1%) 1( 1%) 1( 1%) 3( 3%)
中期目標のためには重大な改善事項がある - - - - - - - -

（法人数）

第２期中期目標期間 教育 研究
社会貢献・
国際化等

共同利用・
共同研究

業務運営 財務内容
自己点検・
情報公開等

法令遵守、
施設整備等

中期目標の達成状況が非常に優れている - 5( 6%) 1( 1%) - 13(14%) 6( 7%) 7( 8%) 5( 6%)
中期目標の達成状況が良好である 11(12%) 14(16%) 21(24%) 1(33%) 56(62%) 83(92%) 82(91%) 50(56%)
中期目標の達成状況がおおむね良好である 78(87%) 70(78%) 67(75%) 2(67%) 18(20%) - 1( 1%) 22(24%)
中期目標の達成状況が不充分である 1( 1%) 1( 1%) - - 1( 1%) 1( 1%) - 13(14%)
中期目標のためには重大な改善事項がある - - - 2( 2%) - -
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表４ 共通指標配分で使われる指標の相関係数（全大学・2021 年度） 

 

（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 

 

 

 

 

 

若手研究者ダイバーシティ 人事給与 会計 施設 カリキュラム 科研費 受託・共同 経営資金 卒業就職 博士 研究業績
若手研究者 1.000
ダイバーシティ -0.030 1.000
人事給与 0.284 -0.204 1.000
会計 0.107 -0.186 0.565 1.000
施設 0.262 0.003 0.300 0.357 1.000
カリキュラム 0.155 -0.268 0.322 0.294 0.173 1.000
科研費 0.228 0.108 0.115 0.094 0.166 -0.153 1.000
受託・共同 0.352 -0.008 0.399 0.201 0.333 0.065 0.518 1.000
経営資金 0.233 0.039 0.247 0.117 0.279 0.036 0.568 0.533 1.000
卒業就職 -0.109 -0.041 0.261 0.153 0.247 0.331 -0.334 -0.130 -0.117 1.000
博士 0.048 0.124 -0.202 -0.133 -0.245 -0.132 0.076 0.088 0.105 -0.234 1.000
研究業績 0.234 -0.024 0.178 0.105 0.231 0.187 0.749 0.642 0.487 -0.180 0.086 1.000
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表５ 中期目標期間評価（教育研究）・重点支援評価・共通指標評価（卒業就職等）の間の相関（全大学） 

 

（出所）文部科学省各種資料に基づき筆者作成。 

第１期 第２期 重点17 重点18 重点19 重点20 重点21 卒業20 卒業21 博士20 博士21 研究20 研究21
第１期教育研究 1.000
第２期教育研究 0.226 1.000
重点支援2017 0.244 0.445 1.000
重点支援2018 0.193 0.267 0.474 1.000
重点支援2019 0.077 0.147 0.355 0.446 1.000
重点支援2020 0.017 -0.079 0.193 0.303 0.585 1.000
重点支援2021 0.006 -0.099 0.120 0.172 0.418 0.706 1.000
卒業就職2020 -0.188 -0.093 -0.084 -0.150 0.118 0.161 0.206 1.000
卒業就職2021 -0.331 -0.103 -0.177 -0.182 -0.014 0.129 0.151 0.779 1.000
博士2020 0.101 -0.075 -0.096 -0.083 -0.166 -0.261 -0.250 -0.233 -0.215 1.000
博士2021 0.137 -0.117 -0.079 -0.154 -0.222 -0.291 -0.239 -0.228 -0.234 0.907 1.000
研究業績2020 0.269 0.386 0.373 0.311 0.263 0.067 0.018 -0.207 -0.163 0.138 0.106 1.000
研究業績2021 0.320 0.468 0.404 0.314 0.219 -0.030 -0.101 -0.214 -0.180 0.110 0.086 0.898 1.000
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[Appendix：分析に使う主なデータ] 

１．運営費交付金や業績連動型交付金等の各大学への配分額 

(1)対象 

・大学共同利用機関法人（4 法人）を除く、86 の大学法人である。 

・2016 年度から 2021 年度である。 

(2)配分額 

・各大学への運営費交付金総額及びその内訳である機能強化経費の法人運営活性化支援

分、重点支援分野評価に基づく配分、学長裁量経費、共通指標による配分（成果を中心と

する実情状況に基づく配分）、機能強化経費共通政策課題に係る配分、学長裁量経費につ

いては、文部科学省への行政文書開示請求により入手したものである。 

表 A-1 配分額の記述統計量（2021 年度） 

 交付金 

総額 

活性化支

援 

重点支援 共通指標 学長裁量 共通政策

課題 

平均値 11,602,735 33,590 216,447 1,064,838 438,599 162,393 

最大値 83,230,021 411,030 1,927,513 10,975,705 3,377,832 3,649,386 

最小値 1,338,365 0 18,896 94,662 62,996 0 

中央値 7,310,960 0 113,695 475,349 283,437 27,537 

標準偏差 13,213,157 76,658 314,047 1,751,113 532,810 473,0337 

歪度 3.046 3.227 3.106 3.414 3.185 7.116 

（出所）筆者推計 （注）配分額は千円単位 

 

図 A-1 PBF の割合の度数分布 

 

（出所）筆者推計  

（注）1.「7」は、PBF の全体に対する割合が 7.0％以上 8.0％未満を示す。 

      2.総数 86、平均値 13.9％、最大値 24.4％、最小値 13.9％、中央値 12.5％ 
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２．業績連動型交付金の配分の基準となる指標 

(1)対象 

・大学共同利用機関法人（4 法人）を除く、86 の大学法人である。 

・2016 年度から 2021 年度である。 

(2)指標 

・中期目標の達成状況の評価：各大学の指標は、文部科学省への行政文書開示請求により

入手したものである。 

・重点支援評価：文部科学省のホームページにおいて公開されている、各年度の「国立大

学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について」に基づく。 

・共通指標による実績状況の評価：文部科学省のホームページにおいて公開されている、

各年度の「国立大学法人運営費交付金『成果を中心とする実績状況に基づく配分』につい

て」に基づく。 

 

表 A-2 活性化支援に使われる指標（中期目標の達成状況）の記述統計量 

 第 1 期 

教育研究

社会貢献 

 

業 務 

 

合 計 

第 2 期 

教育研究

社会貢献 

 

業 務 

 

合 計 

平均値 10 16 36 10 15 35 

最大値 14 19 44 13 18 43 

最小値 9 12 30 8 12 31 

中央値 10 16 35 9 16 34 

標準偏差 1.120 1.222 2.903 1.126 1.165 2.531 

歪度 1.144 -0.856 0.528 1.666 -0.622 1.330 

（出所）筆者推計  

（注）点数。合計は、教育・研究・社会貢献の指標を 2 倍し業務の指標を加算。 

 

図 A-2 中期目標の達成状況の指標の度数分布 
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（出所）筆者推計 

 

表 A-3 重点支援評価に使われる指標の記述統計量 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

平均値 17.63 11.39 6.55 6.63 6.53 

最大値 19.71 12.35 8.50 9.00 8.67 

最小値 14.03 9.68 5.50 4.90 4.67 

中央値 17.74 11.52 6.40 6.60 6.54 

標準偏差 1.053 0.634 0.538 0.779 0.772 

歪度 -0.835 -0.842 1.012 0.221 0.074 

（出所）筆者推計 

（注）点数。重点支援評価に基づく資金の配分は 2016 年度から行われているが、同年度

の指標については公開されていない。 
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図 A-3 重点支援評価（2021 年度）の指標の度数分布 

 

（出所）筆者推計 

（注）「4.50」は、4.50 以上 5.00 未満を示す。 

表 A-4 共通指標（2021 年度）の記述統計量 

 若手研究

者比率 

ダイバー

シティ環

境醸成 

人事給与

改革 

会計改革 施設改革 カリキュ

ラム編成

上の工夫 

平均値 48.60 50.00 7.85 5.63 7.13 5.06 

最大値 65.24 61.94 10.40 9.50 12.00 6.00 

最小値 32.61 44.10 0.90 1.30 2.00 1.00 

中央値 48.33 48.98 8.15 5.50 7.00 5.44 

標準偏差 6.015 3.611 2.035 1.711 1.884 1.142 

歪度 -0.017 1.359 -0.934 -0.151 -0.048 -1.614 

 

 教員当り

科研費 
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研究受入 
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獲得額 

卒業修了

者の就職

進学 

博士学位

授与の状

況 

教員当り

研究業績

数 

平均値 49.18 50.26 1,729,726 50.54 51.21 49.47 

最大値 67.41 82.40 4,435,382 60.15 70.37 69.90 

最小値 39.05 38.86 642,546 7.47 35.30 38.54 

中央値 46.18 47.90 1,658,713 52.37 50.02 46.96 

標準偏差 7.044 8.184 829,697 8.011 8.344 7.494 

歪度 0.928 1.588 1.193 -2.988 0.449 0.862 
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 運営費交付金等

当り TOP10％論

文数 

平均値 3.37 

最大値 4.95 

最小値 0.48 

中央値 3.37 

標準偏差 1.017 

歪度 -1.261 

（出所）筆者推計 

（注）1.費用当り TOP10％論文数については、重点支援の枠組み③に該当する 16 大学の 

      みが対象である。 

      2.若手研究者比率は偏差値（教員当りの若手研究者数に基づき算出）、ダイバーシ 

   ティ環境醸成は偏差値、人事給与改革・会計改革・施設改革・カリキュラム編成上 

   の工夫は点数、教員当り科研費は偏差値（教員当り科研費獲得額及び獲得件数に基 

   づき算出）、教員当り受託共同研究受入は偏差値（教員当り受託・共同研究、受託 

   事業受入額に基づき算出）、教員当り経営資金獲得額は寄附金受入額と雑収入受入 

   額の合計を教員数で序した数値、卒業修了者の就職進学は偏差値（大学別学系別に 

   就職者数・進学者数の合計を卒業・修了者数で除した比率に基づき算出）、博士学 

   位の授与の状況は偏差値（博士入学定員当りの学位授与数に基づき算出）、教員当 

   り研究業績数は偏差値（教員当り研究業績数に基づき算出）、運営費交付金等当り 

   TOP10％論文数は論文数を運営費交付金等と科研費等の合計で序した数字 
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